
鳴門市学校給食だより広告掲載仕様書 

 

１．広告媒体の種類  鳴門市学校給食だより 

 

２．掲載期間  令和７年９月分から令和８年７月分まで 

 

３．広告の規格等 

(1) 広告掲載の位置は、以下のとおり。 

○A４判（給食だよりと給食献立表が表裏両面１枚又は片面２枚の場合） 

用紙（縦向き）の最下部（４０ミリメートル×１５０ミリメートル）とする。 

(2) 上記スペースへの広告掲載数は１枠とする。 

(3) 広告の色数は、単色とする。 

 

４．広告作成上の留意事項 

(1) 鳴門市学校給食だよりの掲載を行う広告主又は広告掲載業務を受託した広告代理店等の広

告取扱業者（以下「広告取扱業者」という。）は、「鳴門市学校給食だよりへの有料広告掲載

に関する取扱要領」（以下「取扱要領」という。）の規定に留意しなければならない。 

(2)  広告取扱業者は、広告掲載の募集及び応募の受付、広告掲載する広告の選定、広告原稿の

作成に係る業務を行うものとする。また、市から掲載を不承認とされた広告について、応募

した広告主に対し、誠意を持って不承認の通知を行うものとする。 

   

５．広告データ等の提出・修正等 

(1) 広告主は広告データ等（以下の①～②）、広告取扱業者は広告データ等（以下の①～④）

を原則とし、鳴門市学校給食だより発行日の前月１０日（但し、１０日が市役所閉庁日であ

る場合は、１０日より前の市役所開庁日）までに、教育総務課に提出する。なお、電子デー

タの提出にあたっては、完成データでの入稿とする。 

① 広告主の名称、住所及び事業概要 

② 掲載する広告の電子データ（JPG等、エクセルに貼付可能なデータとする。） 

③ 広告募集へ応募したすべての広告主の名称、住所、事業概要及び広告概要 

④ 市が市税納付状況調査を行うことに対する広告主の承諾書     

(2) 広告主又は広告取扱業者は、市が行う広告データ等の審査の結果、市の求めに応じて当該

広告の全部又は一部について広告掲載の中止や修正等を行わなければならない。この場合に

おいて、正当な理由がなく広告掲載の中止や修正等に応じないときは、当該広告の全部につ

いて広告掲載を中止するものとする。 

(3) 広告主又は広告取扱業者は、修正等を行った電子データを原則として、鳴門市学校給食だ

より発行日の前月２０日（但し、２０日が市役所閉庁日である場合は、２０日より前の市役

所開庁日）までに、教育総務課に提出する。 

(4) 広告主又は広告取扱業者が期日までに広告データ等を提出しない場合、空欄となった広告

枠は、市が使用するものとする。 



 

６．広告掲載までのスケジュール 

(1) 申込期間      6月 23日（月）～7月 11日（金）17時 15分（郵送の場合は必着） 

(2) 契約締結      7月 18日（金）まで 

(3) 広告データ等提出  8月７日（木）  

(4) 広告データ等再提出 8月 19日（火） ※再提出の必要がある場合 

(5) 広告掲載料の納付  8月末日まで  ※初回のみ、年間分を一括納付 

(6) 初回広告配布    8月末頃 

 

７．広告掲載料等 

(1) 広告主又は広告取扱業者は、広告枠の一部又はすべてに広告を掲載しない場合にも、契約

金額を市へ納入しなければならない。 

(2) 広告原稿の作成や送付、広告に係る費用は、広告主又は広告取扱業者が負担する。 

(3) 広告取扱業者は、掲載広告の募集に際しては、鳴門市学校給食だよりの公益的な性格及び

市へ納入する広告料を十分考慮し、適正な価格で販売しなければならない。 

 

８．責任 

(1) 広告の内容に関する責任は、広告主及び広告取扱業者が負うものとする。 

(2) 鳴門市学校給食だより自体の印刷発行の延期その他の変更があった場合、市は広告主及び

広告取扱業者に生じた損害の賠償責任を一切負わないものとする。 

(3) 広告掲載により発生した広告主及び広告取扱業者の損害について、市は賠償責任を一切負

わないものとする。 

(4) 広告主及び広告取扱業者が第三者に損害を与えた場合、当該損害が広告掲載によるもので

あっても、市は 賠償責任を一切負わないものとする。 

 

９．その他 

(1) 「鳴門市有料広告掲載取扱要領」及び「鳴門市学校給食だよりへの有料広告掲載に関する

取扱要領」の規定を遵守すること。 

(2) 本仕様の他、定めのない事項で疑義のある場合は双方協議の上、市が決定するものとする。 

(3) 鳴門市学校給食だよりの概要は、次のとおり。 

① 体 裁 ： 「３．広告の規格等」のとおり 

② 発行時期 ： 毎月１回（７月を除く各月末の年間１１回） 

③ 発行部数 ： 毎回約４，０００部 

④ 配布対象 ： 鳴門市内の全幼稚園・小学校・中学校の園児・児童・生徒 

⑤ 内 容 ： 「健康づくり」や「地産地消情報」、「なると学校食育の日の献立紹介」

など、「食」に関する様々な情報 


